高病原性鳥インフルエンザについて
農林部畜産課
１、高病原性鳥インフルエンザとは
  鳥インフルエンザのうち、死亡率が高く、全身症状など特に強い病原性を示すものを「高病原性鳥インフルエンザ」と呼び、家畜伝染病に指定されている。
  ①感染動物：鶏、あひる、七面鳥、うずら等
  ②症状    ：神経症状（首曲がり等）、呼吸器症状、食欲減退、下痢等
  ③発生状況：これまで、アメリカ、香港、ドイツ、中国、韓国、ベトナム等世界各国　　　　　　　で発生し、日本では１９２５年以来７９年ぶりの発生。
２、本病の特性
  ①非常に伝播力が強く、致死率も高いことから、ひとたび農場へ進入すると甚大な被　　害を及ぼす。鳥から鳥へ直接感染するだけでなく、水、排せつ物等を介しても感染　　する。
  ②鶏卵・鶏肉を食べることにより鳥インフルエンザウィルスが人に感染することは世
　　界的にも報告されていない。
  ③現在は、生きた鶏から人への感染が報告されているのみであり、人から人への感染
    は報告されていないがウィルスの変異により人から人への伝播のもととなる危険性　　がある。
    人への感染は、香港（１９９７年・２００３年）、オランダ（２００３年）、ベトナ　　ム（２００４年）で確認されている。
３、山口県での発生例
  ①発生の場所
      発生月日：平成１６年１月１２日
      所在地　：山口県阿東町
      発生農場：採卵鶏農場１戸（飼養羽数３４，６４０羽）
                死亡羽数１４，６２２羽（１月１４日現在）
  ②防疫措置
      ・初動措置として、発生農場について部外者の立入制限、卵の出荷自粛、鶏舎の　　　　消毒等を実施している。
      ・家畜伝染病予防法及び高病原性鳥インフルエンザマニュアルに沿って、飼養鶏　　　　すべての殺処分と発生農場を中心とした半径３０Ｋｍ以内の鶏やアヒル等、病　　　　原体を拡げる恐れのある物品等を移動制限している。
      ・当該施設からの出荷卵については厚生労働省が山口県と協議して、念のため自　　　　主回収するよう指導。
  ③病性鑑定結果
      １月１３日、Ｈ５Ｎ１亜型の高病原性インフルエンザウィルスが確認された。
       韓国で発生しているウィルスと同タイプであるが感染ルート等究明中。
４、本県の取り組み
  ①立ち入り検査
      １月１３日から、家畜保健衛生所の職員が県内の全養鶏場への立入検査を実施し、　　１４日に終了。
      これまで、鳥インフルエンザに感染した疑いのある鶏は、確認されていない。   　  今後は、農家に対して何か異常を示す鶏があれば家畜保健衛生所へ連絡するように　　周知徹底。
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  ②発生の予防
    ・鶏舎出入りの消毒
    ・野鳥の鶏舎内の侵入防止
    ・関係者以外の立ち入り禁止
  ③発生時の対応
      高病原性鳥インフルエンザ防疫マニュアルに沿って、殺処分、焼埋却、消毒、移　　　動の制限、疫学調査の実施等の防疫措置を行う。
